
- 1 - 

 

政
令
第 

 
 

号 

 
 

 
海
洋
水
産
資
源
開
発
促
進
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令 

内
閣
は
、
海
洋
水
産
資
源
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
号
）
第
九
条
第
一
項
各
号
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

海
洋
水
産
資
源
開
発
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
六
号
中
「
第
八
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
中
第
五
号
を
第
八
号
と
し
、
第

四
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

五 

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
九
号
。
以
下
「
海
洋
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
行
う
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
（
海
底
の
形

質
の
変
更
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
） 

六 

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
行
う
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整

備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
四
十
六
号
。
以
下
「
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
施
行
令
」
と
い

う
。
）
第
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為 
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七 

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
施
行
令
第
三
条
に
規
定
す
る
行
為
（
海
底
の
形
質
の
変
更
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
） 

第
四
条
第
一
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

十
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第
八
号
と

し
、
同
条
第
五
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え

る
。 五 

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
行
う
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
一
号

の
占
用
を
伴
う
も
の
を
含
む
。
） 

六 

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
律
施
行
令
第
三
条
に
規
定
す
る
行
為
（
施
設
等
の
新
設
、
改
修
又
は
増
設
を
伴
う
も
の

に
限
る
。
） 

第
六
条
中
「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
又
は
ロ
」
を
「
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同

号
ニ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ロ 

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
行
う
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為 

ハ 

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
施
行
令
第
三
条
に
規
定
す
る
行
為
（
土
石
の
採
取
又
は
除
去
を
伴
う
も
の
に
限
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る
。
） 

第
六
条
第
三
号
ロ
中
「
第
五
号
」
を
「
第
七
号
」
に
、
「
第
八
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同

号
イ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
ロ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

イ 

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
四
十
条
に
規
定
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
、
維
持
管
理

又
は
撤
去
（
施
設
等
の
新
設
、
改
修
又
は
増
設
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
） 

附 

則 
 

 

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

 

 
 

 
 

 

理 

由 

 
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
、
海
洋
水
産
資
源
開
発
促
進
法
に
お
け
る
沿
岸
水
産
資
源

開
発
区
域
に
お
け
る
都
道
府
県
知
事
等
へ
の
届
出
を
不
要
と
す
る
行
為
の
対
象
範
囲
等
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。 

 


